
　指定自動車教習所に行かずにセンターで直接運転免許試験を受験する方への案内です。

１　免許試験の順序(普通免許の例)

　　※　一般的な普通免許試験の順序です。取消歴のある方は、取消処分者講習の受講が必要です。

　　※　他の免許の試験順序については、電話等でお問い合わせ下さい。

２　学科試験の実施日

福井県運転者教育センター

福井県嶺南運転者教育センター

福井県丹南運転者教育センター

福井県奥越運転者教育センター

　※　原付免許試験については、「原付免許試験のご案内」をご覧下さい。

　※　祝日、振替休日、１２月２９日から１月３日までの間は、試験を行っておりません。

３　受付時間

　○　午前８時３０分から９時までの間（午前のみ実施）

４　必要書類等

　○　すでに運転免許をお持ちの方は、運転免許証等及び仮運転免許証（住所が福井県内のもの）　

　　　※外国籍でマイナ免許証をお持ちでない方は、国籍・在留資格等が記載された発行日から６か月

　　　以内の住民票も必要です。

　○　運転免許証等をお持ちでない方は、本籍（外国籍の方は、国籍・在留資格等）が記載され、発行日

　　から６か月以内の住民票等（住所が福井県内のもの）及び本人であることを確認できる書類（個人番

　　号カード（マイナンバーカード）、パスポート又は官公庁が法令の規定により交付した免許証等（許可

　　証又は資格証明書等）のいずれか１種類）

　　　　※本人であることを確認できる書類になるかどうか不明な場合は、お問合せ下さい。

　○　マイナ免許証の取得を希望する方は、マイナンバーカード及び署名用電子証明書用パスワード

　○　写真１枚（６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、縦３㎝、横2.4cmのもの）
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試験場で直接運転免許試験を受験する方
学科・適性試験のご案内
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普通自動車運転免許



　　　　※仮免許の試験を受けられる方は、写真２枚

　○　筆記用具（HBの鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム及び黒色のボールペン）

　○　眼鏡等（視力に不安のある方）

　○　試験に合格されて運転免許証等を作成する際には暗証番号が必要です。自分が忘れにくく、他人

　　に推測されにくい４桁の数字が複数組必要になる場合があります。

　○　過去に免許の取消処分や拒否処分等を受け、その後初めて仮免許以外の免許の試験を受験され

　　る方は、取消処分者講習終了証書（受講日から１年以内のもの）

　○　仮運転免許証を取得後に道路で運転練習をされた方は、路上練習申告書（３か月以内に５日以上、

　　運転練習をされているもの）

　○　過去に免許を失効又は取消処分になった方で運転免許証等を再取得した後の免許を受けていた

　　期間が、受けようとする免許の受験資格である運転期間を満たしてない方は、運転免許経歴証明書

５　運転免許試験等の手数料

　　「運転免許試験手続きのご案内」の「２　運転免許試験等の手数料」を御覧ください。

６　学科・適性試験合格後の技能試験の取扱い

　○  学科試験及び適性試験に合格された方は、合格日に免許の種類に応じた試験車の使用料をお支

　　 払いください。

　　   技能試験の日時を指定しますので、その日時に技能試験を受験してください。

　○  受験の日時を指定された方が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない場合

　　 はその指定された日時までにその旨を届け出てください。

　○  受験の日時を指定された方が指定された日時に受験しなかったときは、次の技能試験受験時に

　　再度手数料と試験車の使用料が必要となります。

７　問合せ先

　○福井県運転者教育センター　　　  　坂井市春江町針原５８－１０　  　　℡０７７６－５１－２８２０　　

　○福井県嶺南運転者教育センター　　三方上中郡若狭町倉見１－５１　　℡０７７０－４５－２１２１

　○福井県丹南運転者教育センター　　越前市余田町２－１－１　　 　　　　℡０７７８－２１－３６１３

　○福井県奥越運転者教育センター　　大野市南新在家３２－１－４　　　　℡０７７９－６６－７７００


